様式第1号（第6条関係）
（表）
	
	
	第　　　　　号
豊郷町税徴収員証

氏名
生年月日　　　年　　　月　　　日
有効期限　　　年　　　月　　　日まで

豊郷町長　　　　　　　　　　　　

	
	写真
	

	
	
	



（裏）
	

1　本証は、町税の収納を行うときは、常に携帯し、被保険者その他関係人の請求に応じて提示しなければならない。
2　本証は、他人に貸与し、または譲渡してはならない。
3　本証を紛失し、またはき損したときは、直ちに届け出なければならない。
4　豊郷町税徴収員の身分を失ったときは、速やかに本証を返還しなければならない。



